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の 養子縁組と実父母との関係

Q :養子縁組により養親の子になった後に

実父母にもしものことがあったときは、私は

実父母の財産を相続することができるのでし

ようか。

A ●
● 普通養子縁組であれば相続することが

できます。

【解説】

養子とは、生物学的に親子の関係のない場

合に、法律が一定の要件のもとに親子である

ことを認める制度をいいます。

養子には普通養子縁組と特別養子縁組があ

り、普通養子縁組の場合には実父母との親族

関係は存続します。つまり養父母と実父母と

の両方の親子関係が続くことになります。し

たがって実父母にもしものことがあった場合

には、実父母の子としての身分があり、反対

に養子となった本人にもしものことがあった

場合は、養父母と実父母の両方が相続人の範

囲である直系尊属に含まれることになります。

これに対し、特別養子縁組の場合は実父母

との親族関係は終了します。この養子縁組が

成立するとその養子と実父母並びにその血族

との親族関係は終了することになります。し

たがって、特別養子縁組によって養子となっ

た人は実父母が死亡してもその相続人となる

ことはできません。


